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閣 議 決 定

策 定 時 の
内 閣

背 景

１

２

３

　高度経済成長へ
の移行
　過大都市問題、所
得格差の拡大
　所得倍増計画（太
平洋ベルト地帯構
想）

１
２

３

　高度成長経済
　人口、産業の大都
市集中
　情報化、国際化、
技術革新の進展

１
２

３

　安定成長経済
　人口、産業の地方
分散の兆し
　国土資源、エネル
ギー等の有限性の
顕在化

１

２

３

　人口、諸機能の東
京一極集中
　産業構造の急速
な変化等により、地
方圏での雇用問題
の深刻化
　本格的国際化の
進展

１

２

３

　地球時代（地球環
境問題、大競争、ア
ジア諸国との交流）
　人口減少・高齢化
時代
　高度情報化時代

目 標 年 次

基 本 目 標

１

２

３

４

　多自然居住地域
（小都市、農山漁
村、中山間地域等）
の創造
　大都市のリノベー
ション（大都市空間
の修復、更新、有効
活用）
　地域連携軸（軸状
に連なる地域連携
のまとまり）の展開
　広域国際交流圏
（世界的な交流機能
を有する圏域の形

平成10年3月31日

橋本内閣

開発方式等

昭和44年5月30日

佐藤内閣

昭和52年11月4日

福田内閣

－多様な主体の参加と
地域連携による国土づく
り－
（４つの戦略）

新全国総合開発計画
（新全総）

第三次全国総合開発
計画（三全総）

第四次全国総合開発
計画（四全総）

２１世紀の国土の
グランドデザイン

　新幹線、高速道路等の
ネットワークを整備し、大
規模プロジェクトを推進
することにより、国土利
用の偏在を是正し、過密
過疎、地域格差を解消
する。

　大都市への人口と産
業の集中を抑制する一
方、地方を振興し過密過
疎問題に対処しながら、
全国土の利用の均衡を
図りつつ人間居住の総
合的環境の形成を図
る。

　多極分散型国土を構
築するため、①地域の
特性を生かしつつ、創意
と工夫により地域整備を
推進、②基幹的交通、情
報・通信体系の整備を国
自らあるいは国の先導
的な指針に基づき全国
にわたって推進、③多様
な交流の機会を国、地
方、民間諸団体の連携
により形成。

昭和62年6月30日

中曽根内閣

　目標達成のため工業
の分散を図ることが必要
であり、東京等の既成大
集積と関連させつつ開
発拠点を配置し、交通通
信施設によりこれを有機
的に連絡させ相互に影
響させると同時に、周辺
地域の特性を生かしな
がら連鎖反応的に開発
をすすめ、地域間の均
衡ある発展を実現する。

多軸型国土構造
形成の基礎づくり

拠点開発構想 大規模プロジェクト構想 定住構想 交流ネットワーク構想 参加と連携

地域間の均衡ある発展 豊かな環境の創造
人間居住の

総合的環境の整備
多極分散型国土の構築

昭和60年
昭和52年からおおむね

10年間
おおむね平成12年

（2000年）
平成22年から27年
（2010-2015年）

全国総合開発計画
（全総）

池田内閣

昭和37年10月5日

昭和45年

全国総合開発計画（全総）の比較



全国総合開発計画の成果と課題

全国総合開発計画の成果と課題については、平成16年5月国土審議会調査改革部会

報告「国土の総合的点検－新しい“国のかたち”へ向けて－」において、「これまでの国
土政策の成果と依然として残る課題」として、以下のとおり評価されている。

・工業・教育機関等の地方分散
・中枢・中枢都市の成長
・大都市への人口流入傾向の収束
・地域間の所得格差の縮小
・都市における公害の防止と混雑緩和
・地方圏における生活環境の改善

国
土
政
策
の
成
果

・一極一軸構造の是正
・過疎地域の増加
・地方都市における中心市街地の空洞化
・大都市における密集市街地の整備改善
・国土全体の景観の混乱
・土壌汚染、水質汚染、不法投棄の社会問題化

依
然
と
し
て

残
る
課
題



人口減少下の成熟社会にふさわしい
国土の質的向上を図る国土計画

へ転換を図ることが必要

昭和３７年の第１次全国総合開発計画以
来、５次にわたり全総計画を策定

平成17年（2004年）をピークに人口減少社会へ

これまでの国土計画

過密過疎に伴う大都市問題や地方の問題への
対応など、それぞれの時代に我が国の国土が抱
えていた課題の解決に向けた基本方向を示す

「開発」を基調とした量的拡大を図る計画

国土総合開発法を抜本的に改正

「国土総合開発法」→「国土形成計画法」

国民の不安・不透明感の拡大

安全・安心・安定した

国土と国民生活の将来像の提示

・人口減少、高齢化
・国境を越えた地域間競争
・環境問題の顕在化
・厳しい財政制約、中央依存の限界 等
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【我が国の総人口の長期的推移】

（出典）国立社会保障・人口問題研究所資料等をもとに国土交通省国土計画局作成

「国土計画制度の改革」の背景



※この他、国土利用計画との一体作成、大都市圏整備に関する計画の合理化、地方開発促進計画の廃止など、国土計画体系の簡素化・一体化を図り、
国民に分かりやすい国土計画に再構築する。

国と地方の協働によるビジョンづくり 開発中心からの転換

フローの拡大に加え

ストックの活用

有限な資源の
利用・保全

海洋利用
・国際協調

利便性の向上に加え

国民生活の安全・安心・安定の確保

地域の自立的発展を可能とする国土の形成

計画事項等の
拡充・改変

成

熟

社

会

型

の

計
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量
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拡
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「
開

発

」
基

調

景観、環境を含めた

国土の質的向上

全国計画

広域地方
計画

国による明確な国土及び
国民生活の姿の提示
（国の責務の明確化）

ブロック単位の地方ごと
に、国と都府県等が適切
な役割分担の下、相互に
連携・協力して策定

計画の作成及び実施の円滑な推進を図るため、国の
地方支分部局、関係都府県、関係政令市、地元経済
界等が対等な立場で協議する場（広域地方計画協議
会）を組織

計画への多様な主体の参画
・地方公共団体から国への計画提案制度
・国民の意見を反映させる仕組み

＋

全国計画のみ

国主導の作成

地方の意見を
聴く仕組みなし

国

土

形

成

計

画

全

国

総

合

開

発

計

画

総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律
（国土形成計画法）

「国土計画制度の改革」のポイント



基
本
と
す
る

全国計画 広域地方計画

総合的な国土の形成に関する施策の指針
（府省横断的な計画）

【計画の内容】
・国土の形成に関する基本的な方針
・国土の形成に関する目標
・全国的な見地から必要とされる基本的な施策

都道府県・政令市から計画作成・変更提案

国土交通大臣が案を作成

閣議決定

国土審議会
の調査審議

都道府県・政令市
からの意見聴取

パブリックコメント

広域地方計画区域における国土形成の計画

【計画の内容】
・当該区域の国土の形成に関する方針
・当該区域の国土の形成に関する目標
・広域の見地から必要とされる主要な施策

市町村から計画作成・変更提案（都府県経由）

国土交通大臣が決定

広域地方計画協議会
対等な立場で協議

パブリック
コメント

学識経験者
からの意見聴取

国の地方
支分部局

関係都府県

関係政令市 地元経済界等

２以上の都府県の区域で政令で定める区域

新たな国土形成計画の枠組み


